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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビニルポリマー、４級カチオン系界面活性剤、及び１価又は２価の塩を含み、
　粘度が５－２０００ｍＰａ・Ｓであることを特徴とする
古い角質を擦って落とすためのスプレータイプ皮膚洗浄剤。
【請求項２】
　前記１価又は２価の塩の配合量が、前記スプレータイプ皮膚洗浄剤の０．０１重量％か
ら５重量％であることを特徴とする、請求項１に記載の古い角質を擦って落とすためのス
プレータイプ皮膚洗浄剤。
【請求項３】
　前記１価又は２価の塩が塩化カルシウム、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、塩化カ
リウム又は塩化バリウムのいずれか１つあるいはその組み合わせであることを特徴とする
、請求項１又は２に記載の古い角質を擦って落とすためのスプレータイプ皮膚洗浄剤。
【請求項４】
　前記ビニルポリマーがアクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体又はカルボキシビニ
ルポリマーのいずれか１つあるいはその組み合わせであることを特徴とする、請求項１乃
至３のいずれか１つに記載の古い角質を擦って落とすためのスプレータイプ皮膚洗浄剤。
【請求項５】
　前記４級カチオン系界面活性剤が塩化ジココイルジメチルアンモニウム、臭化ステアリ
ルトリメチルアンモニウム又は塩化ステアリルトリメチルアンモニウムのいずれか１つあ
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るいはその組み合わせであることを特徴とする、請求項１乃至４のいずれか１つに記載の
古い角質を擦って落とすためのスプレータイプ皮膚洗浄剤。
【請求項６】
　イソプロピルメチルフェノール及びトリクロサンからなる群から選択される抗菌剤をさ
らに含むことを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか１つに記載の古い角質を擦って落
とすためのスプレータイプ皮膚洗浄剤。
【請求項７】
　グリチルリチン酸ジカリウム、アラントイン及びグリチルレチン酸ステアリルからなる
群から選択される抗炎症剤をさらに含むことを特徴とする、請求項１乃至６のいずれか１
つに記載の古い角質を擦って落とすためのスプレータイプ皮膚洗浄剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚に噴霧して使用することができるスプレータイプ皮膚洗浄剤に関し、詳
しくは少なくともビニルポリマー、４級カチオン系界面活性剤、及び１価又は２価の塩を
含むことで得られた粘度の低いスプレータイプ皮膚洗浄剤であって、皮膚に噴霧して軽く
擦ることで少ない量で一度に広範囲の皮膚の汚れや古い角質を落とすことができるスプレ
ータイプ皮膚洗浄剤に関する。
【０００２】
　皮膚の汚れを除去することはスキンケアにおける最も基本的な工程であり、現在までに
様々な皮膚洗浄剤が開発されている。具体的には、クレンジングフォーム、クレンジング
クリーム、クレンジングジェル、クレンジングオイル、洗顔フォーム、石鹸、ボディソー
プ、ゴマージュ等の名称で流通している皮膚洗浄剤がその代表例である。
【０００３】
　その中でもゴマージュと呼ばれる皮膚洗浄剤は、皮膚に塗布し軽く擦ることによって固
形化した垢状の凝集物と一緒に皮膚の汚れや古い角質を除去することができる皮膚洗浄剤
を指す。視覚的に汚れが除去される過程を実感できる皮膚洗浄剤として現在までに数多く
開発されている。
【０００４】
　現在までに開発された多くのゴマージュは、顔の皮膚の汚れや角質を落とすことを目的
としているが、ゴマージュは予め皮膚を水で濡らす必要がなく、使用後水で洗い流す必要
もないため、体を自由に動かすことができず入浴するのが困難な人の全身の皮膚の汚れを
落とすための介護用品としても使用できる。
【０００５】
　顔だけでなく、全身の汚れを落とす用途でゴマージュを使用する場合、少ない量で広範
囲に塗布できるゴマージュが望まれる。少ない量で広範囲に塗布できる形態として、例え
ば皮膚に噴霧して使用できるスプレータイプのゴマージュ等が考えられる。
【０００６】
　これに対し、現在までに開発されたゴマージュの例として特許文献１が挙げられる。
　特許文献１では、ビニルポリマー及び４級カチオン系界面活性剤としてモノアルキルト
リメチルアンモニウム塩及び／又はジアルキルジメチルアンモニウム塩を含む皮膚洗浄剤
が記載されており、この皮膚洗浄剤が皮膚の汚れの除去効果に優れ、洗い流した後や拭取
った後の皮膚状態が潤沢性にも優れると共に、汚れが除去される過程がより視覚的に実感
され得るものであることが記載されている。
　また、この皮膚洗浄剤はジェル又はジェルクリーム等の剤形を採ることが可能であると
記載されている。
　しかし、特許文献１記載の発明は粘度が高いため、皮膚の広範囲に噴霧することができ
ず、手や足等広い面積の皮膚の汚れを落とす用途には適さない。
　また、特許文献１記載の発明において粘度はビニルポリマーの含有量で決まるため、粘
度を下げるにはビニルポリマーの含有量を減らす必要があるが、カルボキシビニルポリマ
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ーの含有量が少ないと、擦っても垢状の凝集物が形成されないという問題点を有する。
【０００７】
　また、塗布する皮膚の部位が水に濡れていても固形化しやすいゴマージュとして、特許
文献２記載の皮膚洗浄剤が挙げられる。
　特許文献２記載の発明は本発明者らが開発したもので、少なくとも水、カチオンと反応
する反応基を有するポリマー（本発明のビニルポリマーに相当）、カチオン系界面活性剤
、油剤、ノニオン系界面活性剤を含むことが記載されている。これにより、洗浄後しっと
り感が維持され、且つ水に濡れた皮膚に塗布しても固形化しやすいことが記載されている
。
　しかし、特許文献２記載の発明も粘度が高いため、特許文献１記載の発明と同様に皮膚
の広範囲に噴霧することができず、手や足等広い面積の皮膚の汚れを落とす用途には適さ
ない。
　また、特許文献２記載の発明においても粘度はカチオンと反応する反応基を有するポリ
マーの含有量で決まるため、粘度を下げるにはカチオンと反応する反応基を有するポリマ
ーの含有量を減らす必要があるが、カチオンと反応する反応基を有するポリマーの含有量
が少ないと、擦っても垢状の凝集物が形成されないという問題点を有する。
【０００８】
　上記したように、特許文献１及び特許文献２に開示される技術を用いたとしても、皮膚
に塗布して軽く擦ることで皮膚を洗浄するスプレータイプの皮膚洗浄剤を製造することは
困難であった。そのため、ビニルポリマーの含有量を減らすことなく粘度を下げることが
でき、皮膚に噴霧して使用できる皮膚洗浄剤が当該技術分野において望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１０－２７３４３４号公報
【特許文献２】特開２００７－１６１６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記した従来技術の問題点を解決すべくなされたものであって、本発明者ら
が鋭意研究を重ねた結果、なんと驚くべきことに１価又は２価の塩を加えることで、ビニ
ルポリマーの含有量を減らすことなく粘度の低い皮膚洗浄剤を製造することに成功した。
　よって、本発明は皮膚に噴霧して軽く擦ることで、少ない量で一度に広範囲の皮膚の汚
れや古い角質を落とすことができるスプレータイプ皮膚洗浄剤を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に係る発明は、ビニルポリマー、４級カチオン系界面活性剤、及び１価又は２
価の塩を含み、粘度が５－２０００ｍＰａ・Ｓであることを特徴とする古い角質を擦って
落とすためのスプレータイプ皮膚洗浄剤に関する。
【００１２】
　請求項２に係る発明は、前記１価又は２価の塩の配合量が、前記スプレータイプ皮膚洗
浄剤の０．０１重量％から５重量％であることを特徴とする、請求項１に記載の古い角質
を擦って落とすためのスプレータイプ皮膚洗浄剤に関する。
【００１３】
　請求項３に係る発明は、　前記１価又は２価の塩が塩化カルシウム、塩化ナトリウム、
塩化マグネシウム、塩化カリウム又は塩化バリウムのいずれか１つあるいはその組み合わ
せであることを特徴とする、請求項１又は２に記載の古い角質を擦って落とすためのスプ
レータイプ皮膚洗浄剤。
【００１４】
　請求項４に係る発明は、前記ビニルポリマーがアクリル酸・メタクリル酸アルキル共重
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合体又はカルボキシビニルポリマーのいずれか１つあるいはその組み合わせであることを
特徴とする、請求項１乃至３のいずれか１つに記載の古い角質を擦って落とすためのスプ
レータイプ皮膚洗浄剤に関する。
【００１５】
　請求項５に係る発明は、前記４級カチオン系界面活性剤が塩化ジココイルジメチルアン
モニウム、臭化ステアリルトリメチルアンモニウム又は塩化ステアリルトリメチルアンモ
ニウムのいずれか１つあるいはその組み合わせであることを特徴とする、請求項１乃至４
のいずれか１つに記載の古い角質を擦って落とすためのスプレータイプ皮膚洗浄剤に関す
る。
【００１６】
　請求項６に係る発明は、イソプロピルメチルフェノール及びトリクロサンからなる群か
ら選択される抗菌剤をさらに含むことを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか１つに記
載の古い角質を擦って落とすためのスプレータイプ皮膚洗浄剤に関する。
【００１７】
　請求項７に係る発明は、グリチルリチン酸ジカリウム、アラントイン及びグリチルレチ
ン酸ステアリルからなる群から選択される抗炎症剤をさらに含むことを特徴とする、請求
項１乃至６のいずれか１つに記載の古い角質を擦って落とすためのスプレータイプ皮膚洗
浄剤に関する。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１に係る発明によれば、スプレータイプ皮膚洗浄剤がビニルポリマー、４級カチ
オン系界面活性剤、及び１価又は２価の塩を含むことで、粘度が低く（５－２０００ｍＰ
ａ・Ｓ）且つ皮膚を塗擦すると効率良く垢状の凝集物を形成できる皮膚洗浄剤とすること
ができる。これにより、少ない量で一度に広範囲の皮膚に噴霧して使用できるため、皮膚
の汚れを素早く落とすことができ、体を自由に動かすことができず入浴が困難な人の全身
の皮膚の汚れを落とすための介護用品としても使用できる。
　さらに、上記構成を備えることにより、スプレータイプ皮膚洗浄剤は分離することなく
安定した状態で長期間保存することができる。
【００１９】
　請求項２に係る発明によれば、前記１価又は２価の塩の配合量が、前記スプレータイプ
皮膚洗浄剤の０．０１重量％から５重量％であることで粘度が低く（１０－４００ｍＰａ
・Ｓ）且つ皮膚を塗擦すると効率良く垢状の凝集物を形成できる皮膚洗浄剤とすることが
できる。
【００２０】
　請求項３に係る発明によれば、前記１価又は２価の塩を塩化カルシウム、塩化ナトリウ
ム、塩化マグネシウム、塩化カリウム又は塩化バリウムのいずれか１つあるいはその組み
合わせとすることで、粘度が低く且つ皮膚を塗擦すると効率良く垢状の凝集物を形成でき
る皮膚洗浄剤とすることができる。
【００２１】
　請求項４に係る発明によれば、前記ビニルポリマーをアクリル酸・メタクリル酸アルキ
ル共重合体又はカルボキシビニルポリマーのいずれか１つあるいはその組み合わせとする
ことで、皮膚に塗布し軽く擦った際により効果的に固形化され、皮膚の汚れや古い角質を
よく落とすことができるスプレータイプ皮膚洗浄剤とすることができる。
【００２２】
　請求項５に係る発明によれば、前記４級カチオン系界面活性剤を塩化ジココイルジメチ
ルアンモニウム、臭化ステアリルトリメチルアンモニウム又は塩化ステアリルトリメチル
アンモニウムのいずれか１つあるいはその組み合わせとすることで、親油性の汚れをより
効率的に落とすことができる。
【００２３】
　請求項６に係る発明によれば、イソプロピルメチルフェノール及びトリクロサンからな
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る群から選択される抗菌剤をさらに含むことで、より長期間保存することができる。
【００２４】
　請求項７に係る発明によれば、グリチルリチン酸ジカリウム、アラントイン及びグリチ
ルレチン酸ステアリルからなる群から選択される抗炎症剤をさらに含むことで、皮膚の炎
症を抑えることができ、肌荒れを防止できる。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明に係るスプレータイプ皮膚洗浄剤について詳細に説明する。
【００２６】
　＜１．ビニルポリマー＞
　本発明で使用されるビニルポリマーは、従来からゴマージュと呼ばれる皮膚洗浄剤にお
いて増粘剤として用いられており、粘度に影響し、垢状の固形化した凝集物を発生させる
ために必要な要素である。
【００２７】
　ビニルポリマーは主にアクリル酸が重合してなる水溶性高分子であり、その重合度や架
橋度の違いにより様々な製品が市販されているが、本発明に用いるビニルポリマーは、特
に限定されず、いずれのタイプのものでも良い。
　具体的には、ノベオン社製のカーボポール１３８２、和光純薬工業社製のハイビスワコ
ー１０３等の各市販品を本発明のスプレータイプ皮膚洗浄剤において配合することができ
る。ビニルポリマーは単一の物質であっても、いくつかの物質を組み合わせたものであっ
ても良い。
【００２８】
　なお、水溶性高分子であってもキサンタンガム、アルギン酸ナトリウム、カルボキシメ
チルセルロース等の物質は、スプレータイプ皮膚洗浄剤に配合しても、上記４級カチオン
系界面活性剤と接触して垢状の凝集物が発生しないため、好ましくない。
【００２９】
　また、ビニルポリマーと上記４級カチオン系界面活性剤とを接触させて形成される水溶
液のｐＨは１．２－４．０の範囲内であることが好ましく、２．０－３．５の範囲内であ
ることがさらに好ましい。ｐＨが１．２未満だと皮膚が炎症を起こすため好ましくない。
また、ｐＨが４．０を超えると粘度が高くなってしまい、使用感が損なわれ、且つ噴霧す
ることができなくなるため好ましくない。
【００３０】
　本発明のスプレータイプ皮膚洗浄剤におけるビニルポリマーの配合量はスプレータイプ
皮膚洗浄剤の０．２重量％から７．０重量％であることが好ましい。配合量が０．２重量
％未満だと垢状の凝集物が形成されにくくなるため、好ましくない。また、配合量が７．
０重量％を超えると粘度が高くなってしまい、使用感が損なわれ、且つ噴霧することがで
きなくなるため、好ましくない。
【００３１】
　＜２．４級カチオン系界面活性剤＞
　本発明で使用される４級カチオン系界面活性剤は、従来からゴマージュと呼ばれる皮膚
洗浄剤において用いられており、垢状の固形化した凝集物を発生させるために必要な要素
である。
【００３２】
　４級カチオン系界面活性剤は水や水／アルコール混合系に溶解するものであればよく、
塩化物や臭化物としての形態が一般的であり、例えば塩化ジココイルジメチルアンモニウ
ム、臭化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム等
が挙げられる。カルシウムイオンやマグネシウムイオン等の金属イオンのカチオンとして
の形態をとる場合には、上記のビニルポリマーと接触しても安定した水溶液が得られない
ため、好ましくない。
【００３３】
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　また、４級カチオン系界面活性剤の炭素数はＣ８以上Ｃ４０以下であることが好ましい
。炭素数がＣ８未満だと、これを配合したスプレータイプ皮膚洗浄剤を皮膚に塗擦した際
に垢状の凝集物ができにくくなるため好ましくない。また、炭素数がＣ４０を超えると上
記ビニルポリマーと接触して得られた水溶液の安定性が低下するため好ましくない。
　４級カチオン系界面活性剤は単一の物質であっても、いくつかの物質を組み合わせたも
のであっても良い。
【００３４】
　本発明のスプレータイプ皮膚洗浄剤における４級カチオン系界面活性剤の配合量はスプ
レータイプ皮膚洗浄剤の０．２重量％から７．０重量％であることが好ましい。配合量が
０．２重量％未満だと垢状の凝集物が形成されにくくなるため、好ましくない。また、配
合量が７．０重量％を超えると噴霧することができなくなるため、好ましくない。
【００３５】
　＜３．１価又は２価の塩＞
　本発明で使用される１価又は２価の塩は、本発明の皮膚洗浄剤が噴霧できる形態となる
ように粘性を低くしつつ、垢状の凝集物を発生させるために必要な要素である。本発明に
おいてこの１価又は２価の塩を適切な濃度で加えることで、粘度が５－２０００ｍＰａ・
Ｓ、好ましくは１０－４００ｍＰａ・Ｓのスプレータイプ皮膚洗浄剤とすることができる
。これは、粘度が通常５０００ｍＰａ・Ｓ以上である従来のジェル状の皮膚洗浄剤と比較
して粘度が格段に低いものである。
【００３６】
　１価又は２価の塩として様々な製品が市販されているが、本発明に用いる１価又は２価
の塩は、特に限定されず、いずれのタイプのものでも良い。１価又は２価の塩として、例
えば塩化カルシウム、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、塩化アルミニウム、塩化カリ
ウム又は塩化バリウム等が挙げられる。
【００３７】
　本発明のスプレータイプ皮膚洗浄剤における１価又は２価の塩の配合量はスプレータイ
プ皮膚洗浄剤の０．０１重量％から５．０重量％であることが好ましい。配合量が０．０
１重量％未満だと皮膚洗浄剤がジェル状になってしまい、噴霧することができなくなるた
め、好ましくない。また、配合量が５．０重量％を超えると二次凝集が起こって目詰まり
してしまい噴霧することができなくなるため、好ましくない。
【００３８】
＜４．その他の構成成分＞
　本発明のスプレータイプ皮膚洗浄剤には、上記構成成分の他に必要に応じて、一般的に
化粧料に配合される各種成分を、上記本発明の効果を妨げない限り配合することができる
。
　これらの成分として、アルコール、保湿剤、抗菌剤、抗炎症剤、植物エキス、洗浄剤、
着色剤、エモリエント剤、香り成分及びビタミン類等が挙げられる。
【００３９】
　アルコールとして、例えばエタノール、イソプロパノール、ジプロピレングリコール、
無水エタノール等が挙げられる。アルコールを含むことで、スプレータイプ皮膚洗浄剤中
に親水性及び疎水性の物質を同時に溶解することができる。また、スプレータイプ皮膚洗
浄剤の粘度をさらに下げることができる。
【００４０】
　保湿剤として、例えば濃グリセリン、ヒアルロン酸ナトリウム（２）、ヒアルロン酸、
コラーゲン、プラセンタエキス（１）、加水分解コラーゲン粉末、１，３ブチレングリコ
ール等が挙げられる。保湿剤を含むことで、より保湿効果の高いスプレータイプ皮膚洗浄
剤とすることができる。
【００４１】
　抗菌剤として、例えばイソプロピルメチルフェノール、トリクロサン等が挙げられる。
【００４２】
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　抗炎症剤として、例えばグリチルリチン酸ジカリウム、アラントイン、グリチルレチン
酸ステアリル等が挙げられる。抗炎症剤を含むことで皮膚の炎症を抑えることができ、肌
荒れを防止できる。
【００４３】
　植物エキスとしてユズセラミド、サクラ葉抽出液、アロエエキス（２）、ローズマリー
エキス、パセリエキス（１）、チャエキス（１）、カワラヨモギエキス等が挙げられる。
【００４４】
　洗浄剤としてラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ポリオキシエチレンポリオキシプ
ロピレングリコール（５Ｅ．Ｏ．）（３０Ｐ．Ｏ．）、ポリオキシエチレンアルキル（１
２－１４）エーテル（１２Ｅ．Ｏ．）等が挙げられる。
【００４５】
　着色剤として赤色１０６号、黄色４号、青色１号、緑色４０１号等が挙げられる。
【００４６】
　エモリエント剤として、オリーブ油、ホホバ油、パルミチン酸２－エチルへキシル等が
挙げられる。
【００４７】
　香り成分として、オレンジ油、ノバラ油、ハッカ油等の精油及び香料が挙げられる。
【００４８】
　ビタミン類としてシアノコバラミン、テトラ２－へキシルデカン酸アスコルビル等が挙
げられる。
【００４９】
＜５．スプレー容器＞
　本発明のスプレータイプ皮膚洗浄剤を充填するスプレー容器は特に限定されないが、例
えばディスペンサー式スプレー容器、トリガー式スプレー容器、加圧ガスを必要とするエ
アゾールタイプのスプレー容器が挙げられる。
【００５０】
　ディスペンサー式スプレー容器は、大気圧でスプレーでき、加圧ガス等を必要とせず、
かつ容器構造も比較的単純であるので安全性が高く、携帯用に向くスプレー容器である。
構造は吸い上げ式のチューブを装着した押し出しポンプ式のノズルと、これを固定し、内
容物を充填するねじ式容器からなる。なお、スプレー機能を高めるためにポンプ式ノズル
の孔径や、ポンプの１回あたりの押し出し体積等の条件は、洗浄対象や洗浄目的に応じて
、選定、調整することができる。
【００５１】
　トリガー式スプレー容器は、内容物を充填する容器本体の口部にピストル状のトリガー
式スプレー装置が装着されたものであり、大気圧でスプレーを操作でき、スプレー容器と
して汎用性の高いものである。なお、上記トリガー式スプレー容器には、スプレー機能を
高めるために、トリガー式スプレー容器の一部を改良したものも全て含まれる。
【００５２】
　上記２種類のスプレー容器の他にも、加圧ガスを必要とするエアゾールタイプのスプレ
ー容器を使用しても良い。
【００５３】
　スプレー口の口径（π）は０．１ｍｍ－０．８ｍｍの範囲内であることが好ましい。０
．１ｍｍ未満だと詰まりやすく噴射しづらくなるため好ましくない。０．８ｍｍを超える
と広範囲に噴霧できなくなるため好ましくない。
【実施例】
【００５４】
　本発明のスプレータイプ皮膚洗浄剤の有効性を、以下の実施例によって確認したが、本
発明の技術的範囲がこれらの実施例によって制限されるべきものではない。
【００５５】
　＜１２０ｃｍ２を洗浄するのに必要な塗布量の比較＞
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　使用したスプレータイプ皮膚洗浄剤（実施例１）の組成を以下の表１に示す。
【００５６】
【表１】

【００５７】
　また、比較例１として使用した、粘性が高くて噴霧に適さないジェル状の皮膚洗浄剤の
組成を以下の表２に示す。
【００５８】

【表２】

【００５９】
　また、スプレー容器として浅井硝子社製のＺ－３０５－Ｃ０６０ポンプ、ＪＩＰ－１５
０ｍｌボトル（口径（π）：０．４５ｍｍ）を使用した。
【００６０】
　以上表１に示す組成のスプレータイプ皮膚洗浄剤（実施例１）を使用して、１２０ｃｍ
２の面積に塗布するために必要な塗布量を、従来のジェル状皮膚洗浄剤（比較例１）と比
較した結果を、以下の表３に示す。
【００６１】
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【００６２】
　上記表３に示すように、本発明のスプレータイプ皮膚洗浄剤を用いた方が、従来のジェ
ル状皮膚洗浄剤と比較して少ない量で広範囲に噴霧することができた。
【００６３】
　＜１２０ｃｍ２を洗浄するのに必要な塗布時間の比較＞
　上記実施例１を使用して、１２０ｃｍ２を洗浄するのに必要な塗布時間を、比較例１と
比較した結果を、以下の表４に示す。
【００６４】

【表４】

【００６５】
　上記表４に示すように、本発明のスプレータイプ皮膚洗浄剤を用いた方が、従来のジェ
ル状の皮膚洗浄剤と比較して短い時間で噴霧することができた。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明は、少ない量を皮膚に塗布して軽く擦ることで素早く皮膚の汚れや角質を落とす
ことを目的とする皮膚洗浄剤として利用できる。また、予め皮膚を水で濡らす必要がなく
、使用後水で洗い流す必要もなく、一度に広範囲に噴霧できるため、体を自由に動かすこ
とができず風呂に入るのが困難な人の全身の皮膚の汚れを落とすための介護用品としても
利用することができる。
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